
病児保育室における確認の新規承認について

園 名 ： 類 型 ： 住 所 ：

設置・運営者： 代表者名：

利　用　定　員 2人

内容： 開設時期：

基準 申請

適合 3.3㎡× 2人 = 6.6 ㎡ < 9.38 ㎡

適合 3.3㎡× 2人 = 6.6 ㎡ < 9.38 ㎡

(２）設備基準

適合 設備あり

適合 管理者 1人

基準 申請

2人　　÷ 10 = 0.2人 < 1.0人

基準 申請

2人　　÷ 3 = 0.6人 < 1.0人
適合

適合

医療法人社団喜恵会 理事長　佐伯　志津香

　※病児保育専用の調理室を設けることが望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えない

　・　調理室を有すること

　・　利用児童おおむね１０人につき１人以上

(３)　保育士の数

　・　利用児童おおむね３人につき１人以上

Ⅱ　職員

(１)　管理者を配置しているか。

(２)　看護師の数

埼玉県和光市新倉1-2-65

（生後６か月～就学前の乳幼児）

　・　保育室の面積は、利用児童１人につき3.3㎡以上

　・　児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室の面積は、利用児童１人につき3.3㎡以上

Ⅰ　設備

(１)　面積基準

内容　/　開設時期

和光駅前クリニック3階での病児保育事業の実施 令和7年4月1日

確認基準 確認状況

R7.4.1

時点

和光病児保育室 病児対応型
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